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同一労働同一賃金セミナーを YouTube ライブ配信します！！ 
～関係する法律から助成金までトータルでご説明します～ 

 

働き方改革関連法として令和２年４月１日にパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣

法が施行されて３年が経過しております。昨今の物価高の状況において、賃上げ促進と併せて

同一労働同一賃金への関心が高まっているところです。 

こうした背景の中で、愛知労働局（局長 阿部
あ べ

 充
みつる

）では、正社員とパートタイム労働者、派遣

労働者等との間に不合理な待遇差が生じないよう、公正な待遇についてご理解いただき、適切

に対応していただくために、以下のとおりセミナーを開催いたします。 

 

 

 

内容 １．パートタイム・有期雇用労働法について 

 

２．労働者派遣法における同一労働同一賃金について  

  

３．愛知働き方改革推進支援センター業務紹介  

  

４．キャリアアップ助成金説明 

                         

日時  令和５年８月２４日（木）１４時～１５時２０分 

 

手法  申込者限定のウェブ配信 

 

令和５年８月７日（月） 

【照会先】 

雇用環境・均等部指導課 

  課 長  井奥 善久 

  課 長 補 佐  矢島 信子 

（電 話） ０５２－８５７－０３１２ 

需給調整事業部需給調整事業第二課 

  課 長  奥村 孝治 

  課 長 補 佐  柴田 直彦 

（電 話） ０５２－６８５－２５５５ 

 

Press Release 

同一労働同一賃金オンラインセミナー 

不合理な待遇差とは？

は？ 

派遣先の義務とは？ 

活用可能な助成金は？ 



 

＜申込み＞ 

 愛知労働局ホームページ（下記アドレス）より申込み 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/news_topics/event/2022keiyakuseminar_00004.html 

 

●添付資料 

セミナー開催チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●キャリアアップ助成金とは・・・ 

 

非正規雇用労働者の企業内での処遇改善の取り組みを実施した事業主に対する助成  

金です。 

 

 

 ●愛知働き方改革推進支援センターとは・・・ 

 

  愛知労働局が委託している事業です。働き方改革を進める中小企業を支援するため、同セ

ンターの専門家を派遣し、同一労働同一賃金への対応をはじめコンサルティングや相談対  

応を行っています。 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/event/2022keiyakuseminar_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/event/2022keiyakuseminar_00004.html
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の強化

活用可能な

助成金は？

YouTubeライブ配信
詳細は
裏面へ

お問い合わせ

（０５２-８５７-０３１２）平日
8：30～17：15

愛知労働局

（０５２-６８５-２５５５）需給調整事業部需給調整事業第二課

雇用環境・均等部指導課



同一労働同一賃金オンラインセミナーの概要

パートタイム・有期雇用労働法 （約40分）

労働者派遣法 （約30分）

働き方改革推進支援センター （約５分）

キャリアアップ助成金 （約５分）

参加申込は
こちら⇒

愛知労働局HPからも、申込可能

◎申込期限：８月21日(月)

派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣先に課されて
いる義務と対応について説明します。

同一企業内における正規雇用・非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消について説明します。

非正規雇用労働者の企業内での処遇改善の取り組みを実
施した事業主に対する助成金について説明します。

中小企業の事業主のための専門家による無料相談や無料コ
ンサルを受けられる支援センターの利用方法を説明します。

※新着の情報は、一定期間経過するとイベント情報一覧へ移ります。トップ
ページにない場合は、「イベント情報一覧」→「2023年度のイベント情報は
こちらをご覧ください」へ進み、ご確認ください。

トップページ下方の「イベント
情報」より同一労働同一賃金オ
ンラインセミナーを開催しま
す！をクリックしてください。

2023年〇月〇日 同一労働同一賃金オンラインセミナーを開催します！


